
　は問い合わせ先です

D o you know?

く
ら
し
の
ヒ
ン
ト

1011

「
原
状
回
復
義
務
に
つ
い
て
」

　

〜
引
っ
越
し
時
の
敷
金
ト
ラ
ブ
ル
〜

問
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室

　

0
２
２
―

０
７
８
３

　
（
相
談
日　

月
・
水
・
金
９
時
〜
16
時
）

お　

な　

や　

み

　

市
で
は
、
集
落
営
農
の
組
織
化
を
促

進
さ
せ
る
活
動
、
地
域
の
立
地
条
件
を

活い

か
し
た
特
色
あ
る
農
林
業
の
実
施
や

地
産
地
消
な
ど
、
地
域
農
業
を
活
性
化

さ
せ
よ
う
と
す
る
意
欲
あ
る
活
動
を
支

援
す
る
た
め
、「
地
域
農
業
い
き
い
き

推
進
事
業
補
助
金
」を
創
設
し
ま
し
た
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
農
林
課
農
政
係
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん

の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
団
体

　

農
家
組
合
、農
業
法
人（
3
戸
以
上
）、

農
林
業
関
係
任
意
組
合
・
団
体
（
3
戸

以
上
）、
森
林
組
合
で
、
地
域
農
林
業

の
活
性
化
に
貢
献
が
期
待
で
き
る
団
体

●
対
象
事
業

　

ほ
か
の
団
体
な
ど
か
ら
補
助
を
受
け

て
い
な
い
団
体
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
事
業

①
産
地
拡
大
推
進
型
事
業

　

新
た
な
農
林
産
物
・
加
工
品
の
導
入
・

拡
大
、
地
産
地
消
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
の
推
進
を
実
施
し
、
産
地
拡
大
を

図
り
地
域
農
業
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す

る
事
業

②
集
落
環
境
保
全
型
事
業

　

農
村
環
境
、
生
活
環
境
な
ど
の
保
全

に
つ
な
が
る
減
農
薬
・
減
化
学
肥
料
、

有
機
農
産
物
、
環
境
保
全
活
動
な
ど
へ

の
取
り
組
み
、
有
害
鳥
獣
被
害
防
止
に

必
要
な
事
業

③
集
落
営
農
促
進
型
事
業

　

集
落
営
農
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
必

要
な
団
地
化
、
品
質
向
上
、
省
力
化
な

ど
の
事
業

●
補
助
内
容

①
補
助
率

　

ソ
フ
ト
事
業
の
場
合
は
、
補
助
対
象

経
費
の
2
分
の
1
以
内
、
ハ
ー
ド
事
業

の
場
合
は
3
分
の
1
以
内

②
補
助
限
度
額

　

一
団
体
に
つ
き
50
万
円

③
補
助
期
間　

3
年
以
内

●
申
請
期
限　

6
月
30
日（
金
）

問
農
林
課
農
政
係

　

0
2
2
―
1
2
5
3

■
軽
自
動
車
税
が
賦
課
さ
れ
る
方
は
？

　

平
成
18
年
4
月
1
日
現
在
で
、
軽
自

動
車
（
軽
四
輪
車
、
原
付
き
バ
イ
ク
、

軽
二
輪
車
、
二
輪
小
型
自
動
車
、
小
型

特
殊
自
動
車
な
ど
）
を
登
録
し
て
い
る

方
に
一
年
分
の
軽
自
動
車
税
が
賦
課
さ

れ
ま
す
。
平
成
18
年
度
の
納
税
通
知
書

は
5
月
8
日
に
発
送
予
定
で
す
。
納
期

限
は
5
月
31
日
で
す
。

※
4
月
2
日
以
降
に「
廃
車
」や「
名
義

変
更
」
の
手
続
き
を
し
て
も
、
月
割

り
で
の
課
税
・
還
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
減
免
の
制
度
は
あ
り
ま
す
か
？

　

ま
た
、い
つ
ま
で
申
請
で
き
ま
す
か
？

　

身
体
障
害
者
な
ど
の
方
が
所
有
す
る

軽
自
動
車
で
、も
っ
ぱ
ら
通
院（
通
所
）・

仕
事
の
た
め
に
使
用
す
る
車
両
に
つ
い

て
は
、申
請
す
る
こ
と
で
障
害
の
種
類
・

等
級
に
よ
り
軽
自
動
車
税
の
減
免
が
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
普
通
自
動
車
税
（
県
税
）
の

減
免
を
受
け
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
税

の
減
免
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
税
務
課
総
務
係

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
請
期
限　

5
月
24
日（
水
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

　

納
税
通
知
書
、
障
害
者
手
帳
、
運
転

免
許
証
、
車
検
証
、
印
鑑

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
総
務
係

　

0
2
2
―
1
3
1
3

　

平
成
18
年
4
月
よ
り
、
児
童
手
当
の

支
給
対
象
児
童
が
小
学
校
6
年
生
（
12

歳
到
達
後
、
最
初
の
年
度
末
）
ま
で
拡

大
さ
れ
、
所
得
制
限
の
限
度
額
も
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
所
得
オ
ー

バ
ー
の
た
め
児
童
手
当
を
却
下
と
な
っ

て
い
た
方
も
、
該
当
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
新
規
の
認
定
請
求
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
（
平
成
17
年
度
所
得

で
却
下
と
な
っ
た
方
は
9
月
30
日
ま
で

に
新
規
の
認
定
請
求
を
し
て
該
当
と

な
っ
た
場
合
、
特
例
的
に
4
月
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
）。

　

な
お
、
所
得
範
囲
内
に
も
か
か
わ
ら

ず
申
請
し
て
い
な
い
場
合
は
、
支
給
開

始
月
が
さ
か
の
ぼ
り
ま
せ
ん
の
で
、
至

急
ご
申
請
く
だ
さ
い
。

問
子
ど
も
家
庭
課
総
務
係

　

0
2
2
―
1
3
6
3

　

3
月
号
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

白
石
斎
苑
の
火
葬
執
行
時
間
に
つ
い
て
、

午
後
は
従
来
ど
お
り
左
記
の
時
間
で
執

行
し
ま
す
。
お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

●
午
後
の
執
行
時
間

13
時
30
分
・
14
時
30
分
・

15
時
30
分　

問
仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
業
務
課

　

0
0
2
2
4
―
5
2
―
2
8
7
0

　

4
月
1
日
か
ら
5
月
31
日
ま
で
は
、

春
季
農
作
業
安
全
運
動
期
間
で
す
。

　

年
齢
と
と
も
に
体
力
や
視
力
、
判
断

力
は
低
下
し
ま
す
の
で
、
慣
れ
て
い
る

か
ら
と
い
っ
た
考
え
を
持
た
ず
、
機
械

の
操
作
な
ど
は
慎
重
に
行
い
、
事
故
の

な
い
よ
う
に
作
業
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

仕
事
の
前
に
、
次
の
事
項
を
も
う
一

度
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

①
き
ち
ん
と
し
た
服
装
を
し
て
い
ま
す
か
？

②
作
業
前
の
機
械
の
点
検
は
十
分
で
す
か
？

③
休
憩
を
入
れ
た
作
業
計
画
を
立
て
て

い
ま
す
か
？

④
路
肩
の
崩
れ
な
ど
危
険
箇
所
の

チ
ェ
ッ
ク
は
十
分
で
す
か
？

⑤「
慣
れ
た
作
業
」と
思
っ
て
も
、
も
う

一
度
気
を
引
き
締
め
て
！

※
休
憩
を
入
れ
て
、
ゆ
と
り
を
も
っ
た

作
業
に
し
ま
し
ょ
う
！

●
主
催　

農
作
業
安
全
運
動
推
進
宮
城

県
本
部

問
農
林
課
農
政
係

　

0
2
2
―
1
2
5
3

■
国
民
年
金
学
生
納
付
特
例
の
申
請
は

学
生
期
間
中
、
毎
年
必
要
で
す

　

学
生
の
た
め
収
入
が
な
く
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、

｢

学
生
納
付
特
例
制
度｣

の
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑
（
認
め
印
）

・
年
金
手
帳

・
学
生
証
ま
た
は
新
学
年
の
在
学
証
明
書

※
各
種
学
校
・
専
門
学
校
（
一
年
以
上

の
課
程
） 

の
学
生
の
方
や
収
入
の
多

い
学
生
の
方
、
ま
た
、
働
い
て
い
る

途
中
か
ら
学
生
に
な
る
場
合
な
ど
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
平
成
18
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は

1
カ
月
１
３
、８
６
０
円
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法
は

「
口
座
振
替
」
が
便
利
で
す
。
ま
た
、

郵
便
局
や
銀
行
の
窓
口
の
ほ
か
、
コ
ン

ビ
ニ
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
納
付
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、ロ
ー
ソ
ン
、フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
サ
ン
ク
ス
、
ミ
ニ

ス
ト
ッ
プ
、デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ（
ヤ

マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア
）
な
ど

問
大
河
原
社
会
保
険
事
務
所

　

0
0
2
2
4
―
5
1
―
3
1
1
1

　

市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

　

0
2
2
―
1
3
1
2

　

市
で
は
、
昭
和
53
年
6
月
12
日
に
発

生
し
た
宮
城
県
沖
地
震
を
教
訓
と
し
、

そ
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
な
い
よ
う
例
年

6
月
12
日
の
県
民
防
災
の
日
に
総
合
防

災
訓
練
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
今

年
度
は
宮
城
県
と
共
催
で
土
砂
災
害
に

対
す
る
全
国
統
一
防
災
訓
練
を
10
月
に

実
施
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に

併
せ
て
防
災
訓
練
の
実
施
を
計
画
し
て

い
ま
す
。
訓
練
は
、
各
地
区
（
自
主
防

災
組
織
）
で
の
活
動
計
画
を
重
視
し
、

市
内
一
斉
の
情
報
伝
達
訓
練
や
避
難
訓

練
な
ど
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
訓
練
の

日
程
な
ど
が
決
定
し
ま
し
た
ら
広
報
紙

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
分
か
り
ま
せ

ん
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
、
地
域

の
安
全
は
地
域
で
守
れ
る
よ
う
訓
練
へ

の
参
加
・
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
生
活
環
境
課　

0
2
2
―
1
3
1
4

　

小
・
中
学
校
や
特
殊
学
級
の
教
科
書

見
本
を
常
設
展
示
し
て
い
ま
す
。
閲
覧

自
由
で
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
展
示
会
場　

図
書
館
2
階
閲
覧
室

※
角
田
市
・
柴
田
町
で
も
展
示
し
て
い

ま
す
。
展
示
期
間
、
展
示
場
所
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
委
員
会
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課　

0
2
2
―
1
3
4
2

　

新
年
度
に
な
る
と
引
っ
越
し
シ
ー

ズ
ン
と
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
多
い

の
が
敷
金
ト
ラ
ブ
ル
で
す
。

　

本
来
、
支
払
う
必
要
の
な
い
修
繕

費
用
を
敷
金
か
ら
差
し
引
か
れ
た

り
、
不
足
分
を
請
求
さ
れ
た
り
し
ま

す
。
賃
貸
住
宅
の
退
去
時
の
注
意
点

を
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
借

り
る
側
だ
け
で
な
く
貸
す
側
も
「
原

状
回
復
」
の
意
味
を
把
握
し
て
お
く

と
、
敷
金
の
返
還
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ

ル
は
避
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

国
土
交
通
省
が
2
0
0
4
年
に
改

訂
し
た
「
原
状
回
復
を
め
ぐ
る
ト
ラ

ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
は
、
建

物
な
ど
の
自
然
劣
化
や
、
普
通
に

使
っ
て
生
じ
た
損
耗
は
家
主
側
（
不

動
産
屋
・
仲
介
人
）
の
負
担
と
し
て

い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
テ
レ
ビ
や
冷
蔵
庫
の
後

の
壁
面
に
発
生
し
た
黒
ず
み
や
、
日

照
に
よ
る
ク
ロ
ス
や
畳
の
変
色
は
入

居
者
が
修
繕
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
誤
っ
て
室
内
を
破
損

し
た
り
、
汚
し
た
り
し
た
場
合
は
、

修
繕
費
は
入
居
者
の
負
担
に
な
り
ま

す
。「
原
状
回
復
義
務
」
と
は
、
入

居
者
の
過
失
な
ど
で
生
じ
た
汚
れ
や

破
損
を
元
に
戻
す
義
務
の
こ
と
で

す
。
住
宅
を
入
居
時
の
状
態
に
戻
す

と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仮

に
ク
ロ
ス
の
一
部
を
汚
し
て
も
、
室

内
全
部
の
張
り
替
え
費
用
を
支
払
う

必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
。
家
主
側
と

費
用
の
割
合
を
相
談
す
る
と
良
い
で

し
ょ
う
。

　

契
約
書
の
「
特
約
」
の
欄
に
、
通

常
の
損
耗
の
修
繕
料
を
入
居
者
が
負

担
す
る
よ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

負
担
義
務
は
な
い
と
い
う
判
例
が
あ

り
ま
す
。

　

退
去
時
の
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
に

は
、
入
居
時
に
家
主
側
と
一
緒
に
室

内
の
傷
や
汚
れ
を
確
認
し
、
書
面
に

書
き
入
れ
て
も
ら
う
と
良
い
で
し
ょ

う
。
入
居
時
に
は
契
約
書
の
特
約
な

ど
を
よ
く
読
む
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
後
で
高
額
な
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

代
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の

で
、
部
屋
を
掃
除
し
て
か
ら
退
去
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
「
敷
金
無
料
」
と
業
者
が
宣
伝
し

て
い
る
物
件
で
も
入
居
者
に
原
状
回

復
義
務
は
あ
り
ま
す
。
敷
金
は
あ
く

ま
で
も
「
家
賃
滞
納
時
の
保
証
金
」

で
す
。
契
約
す
る
前
に
、
条
件
な
ど

の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

地
籍
調
査
は
、
一
筆
ご
と
の
土
地
に

つ
い
て
所
有
者
の
立
ち
会
い
の
も
と

で
、
地
番
・
地
目
・
境
界
や
面
積
を
調

査
す
る
も
の
で
す
。
市
で
は
、
昭
和
55

年
度
か
ら
調
査
を
始
め
、
こ
れ
ま
で
に

次
の
区
域
で
調
査
を
終
え
ま
し
た
。

・
白
川
、
大
鷹
沢
、
小
原
（
全
地
区
）

・
大
平
、斎
川
、越
河
、福
岡（
一
部
区
域
）

　

今
年
度
も
6
月
中
旬
〜
11
月
ご
ろ
ま

で
調
査
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
土
地
所
有

者
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
今
年
度
の
調
査
区
域　

越
河
平
字
打
越

内
な
ど
16
区
域
・
越
河
五
賀
字
打
越
、向

田
、越
河
字
愛
宕
下
な
ど
19
区
域

▲平成18年度地籍調査実施区域

丸
森
町

福島県
伊達市

国　
道　

４　
号

東

北

自

動

車
道

地
域
農
業
い
き
い
き
推
進
事
業
補
助
金
の
お
知
ら
せ

事
故
の
芽
を
摘
む
工
夫
を
し
よ
う
！

〜
作
業
前
に
、機
械
の
点
検
・
体
調
確
認
を
も
う
一
度
〜

軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

児
童
手
当
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

〜
所
得
限
度
額
以
上
に
よ
り
認
定
却
下
と

な
っ
て
い
た
方
へ
〜

白
石
斎
苑
火
葬
執
行
時
間
の
訂
正

20
歳
に
な
っ
た
学
生
の
皆
さ
ん
へ

〜
国
民
年
金
学
生
納
付
特
例
制
度
の
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
〜

平
成
18
年
度
防
災
訓
練
は
土
砂
災
害
訓
練
と

し
て
10
月
に
実
施
し
ま
す

教
科
書
常
設
展
示
の
お
知
ら
せ

平
成　

年
度
の
地
籍
調
査
実
施
の
お
知
ら
せ

問
地
籍
調
査
室　
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